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新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更に伴う 

今後の医療提供体制及び感染対策の考え方等について（依頼） 

 

日頃から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に多大な御尽力を頂き、厚く

お礼申し上げます。 

この度、令和５年５月８日から、新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づ

けが５類感染症に変更されることに伴い、別添のとおり、令和５年５月８日以降の

「医療提供体制」及び「感染症法上の位置づけ変更後の感染対策の考え方」を決定

しました。 

また、政府対策本部廃止の日をもって「山形県新型コロナウイルス感染症に係

る危機対策本部」を廃止し、併せて、下記の取組みについて終了することを決定

したところです。 

事業者の皆様には、このことを御承知いただくとともに、趣旨を御理解のうえ、

適切に御対応いただきますようお願いいたします。 

記 

○ 本県における新型コロナ対応の目安 

 ○ 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い 

 ○ 山形県「新・生活様式」宣言 

○ イベント等の開催に関する基本方針 

○ 山形県新型コロナ対策認証制度 

○ 新型コロナ対策宣言店応援事業 
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感染症法上の位置づけ変更後の感染対策の考え方
政府の基本的対処方針や業種別ガイドラインが廃止されることや、政府の変更方針を踏まえ、５⽉８⽇

以降の⽇常における基本的感染対策についての考え方は以下のとおりとする。

① 基本的感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本
とする。

② 県として⼀律に感染対策を求めることはなくなり、個人や事業者は⾃主的な感染対策に取り組
むものとする。県は、政府から提供される個人や事業者の判断に資する情報の周知に努める。

③ 特に感染対策が求められる医療機関や⾼齢者施設等については、引き続き政府から提供される
感染対策に関する情報に⼗分留意する。

現 在 今後（５月８日以降）
新型コロナの
感染対策の考え方

・法律に基づき行政が様々な要請・関与をし
ていく仕組み

・個⼈の選択を尊重し、国⺠の⾃主的な取組を
ベースとしたもの

政府の対応と根拠
・新型インフル特措法に基づく基本的対処方
針による求め
※「三つの密」の回避、⼈と⼈との距離確保、マスクの
着用、手洗い等の手指衛生、換気等

・基本的対処方針は廃止
・感染症法に基づく情報提供
※専門家の提言等も踏まえ、個⼈や事業者の判断に資する
ような情報の提供

事業者に関する取組
・事業者による業種別ガイドラインの作成
・政府による「業種別ガイドラインの見直し
のためのポイント」の提示・周知

・業種別ガイドラインは廃止
※業界が必要と判断して今後の対策に関する独⾃の手引き
等を作成することを妨げない

・事業者の判断、⾃主的な取組

《政府の基本的感染対策に関する変更⽅針》

令 和 ５ 年 ４ 月 2 0 日
山形県新型コロナウイルス
感染症に係る危機対策本部

【参考】感染対策実施にあたっての考え方（政府からの事前の情報提供）

○ 基本的感染対策については、今後、政府として⼀律に対応を求めることはせず、政府は以下の内容を情報提
供し、個人や事業者が自主的に判断して実施する。

○ 事業者においては、以下の対策の効果や考え⽅等を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断する。
政府としては、⼀律に対応を求めることはせず、各事業者の判断に資するものとして、以下のものを⽰して

いく。

基本的感染対策 今後の考え方

マスクの着用 個⼈の主体的な選択を尊重し、着用は個⼈の判断に委ねることを基本
医療機関や高齢者施設等への訪問時、混雑したバスや電車への乗車時等にはマスク着用を推奨

手洗い等の手指衛生、
換気 新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効

「三つの密」の回避、
⼈と⼈との距離の確保

流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の⼈がい
るような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効（避けられない
場合はマスク着用が有効）

対応（例） 対策の効果など 今後の考え方

入場時の検温 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に
資する可能性

対策の効果（左欄参照）、機械設置や維持経費な
ど実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、
換気など他の感染対策との重複・代替可能性など
を勘案し、事業者において実施の要否を判断

入り口での消毒液の設置 手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供

アクリル板、ビニール
シートなどのパーティ
ション（仕切り）の設置

飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティション
では十分な遮断はできず、まずは換気の
徹底が重要

※上記は、政府の最終決定を踏まえての対応となります。



令和５年４月２０日 

山形県新型コロナウイルス 

感染症に係る危機対策本部 

 

山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部の廃止

等について 

 

新型コロナウイルス感染症が感染症法上の５類感染症に位置づけられ

ることに伴い政府対策本部が廃止されることから、政府対策本部廃止の

日をもって「山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部」を廃

止する。（対策本部廃止後は、必要に応じて調整会議等を開催） 

また、政府の基本的対処方針及び業種別ガイドラインが廃止されるこ

とから、同方針等に基づき実施する以下の取組み等についても、同方針等

が廃止される日をもって終了する。 

〔取組み〕 

・ 本県における新型コロナ対応の目安（注意・警戒レベル） 

・ 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願い 

・ 山形県「新・生活様式」宣言 

・ イベント等の開催に関する基本方針 

・ 山形県新型コロナ対策認証制度 

・ 新型コロナ対策宣言店応援事業（木製プレート配布事業） 

〔組 織〕 

・ 新型コロナワクチン接種総合本部 

 

 

 

 

 

 

以上 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31 号） 

（都道府県対策本部の廃止） 

第 25 条 第 21 条第１項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県

知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。 

※上記は、政府の最終決定を踏まえての対応となります。 


